
５



６ 

 

また、釜石医療圏では県平均よりさらに少ない２０２人という医師不足が深刻な地域

でもあり、当院のみならず近隣病院においても、医師確保が勘案事項となっている実

情にある。当院の医療は、地域において極めて専門性が高い特殊な医療を提供してい

ることもあり、必要な専門医師の確保はさらに厳しく、多方面にわたり医師派遣の要

請等を行ってきたものの、専門医師の継続的な確保は困難な現状にある。 

 国立病院機構内においては、北海道東北グループの支援による病院間医師派遣によ

り仙台医療センターからの診療支援を得ているものの、必要数に足りる医師の確保に

は至っていない。このような実情にあることから、医療法施行規則第５０条の規定に

基づく医師標準人員の特例について、当院の事情を御賢察のうえ、御高配賜りますよ

うお願い申し上げます。 

変     更     前 変     更     後 

医師の定数 １０．７６２名 医師の定数 ９．６８６７名 

 



７ 

様式第39号（第５条関係） 

病院開設許可事項変更許可申請書（別紙） 

へき地等病院の医師配置標準特例措置に係る変更申請 

開 設 者 住 所 

法人であるときは、主た

る事務所の所在地 
東京都目黒区東が丘二丁目５番２１号 

開 設 者 氏 名 

法人であるときは、名称

並びに代表者の職名及び

氏名 

独立行政法人国立病院機構理事長  楠岡 英雄    

名        称 独立行政法人国立病院機釜石病院 

所    在    地 岩手県釜石市定内町四丁目７番１号 

変 更 事 項 
従来の医師の定員  １０．７６２人 

変更後の医師の定員  ９．６８６７人 

病 床 の 種 別 ご と の 

許 可 病 床 数 

一般 療養 精神 感染 結核 計 

１８０床 床 床 床 床 １８０床 

医療法施行規則第 50条 

第 １ 項 第 １ 号 該 当 性 

（該当するものすべてに○をつけること。） 

１ 離島     ２ 辺地     ３ 山村     ４ 過疎     

５ 人口当たりの医療施設に従事する医師数が全国平均を下回っている市町村 

医療法施行規則第 50条 

第 １ 項 第 ２ 号 該 当 性 

１ 当該病院が所在する地域における医療施設提供の整備の状況 

釜石医療圏内の人口４７，５３０人 

医療施設数 病院 ６施設 ９７９床 

〔一般 673床（内当院 180床）、療養 102床、精神 204床、結核 0床、感染症 0床〕 

診療所 ２４施設、在宅療養支援診療所 ３施設、訪問診療施設 ６施設 

２ 当該病院が地域において果たしている役割 

・釜石医療圏の高齢化が進行し、重症の脳卒中後遺症、神経難病、重症の頭部外傷後遺症患者など

の他の病院や施設で扱えない重症度の高い入院治療をおこなっており、地域の急性期病院や診療所

の後方支援病院としての役割を担っており、常時１０名程度の待機患者を抱えるなど地域の医療機

能の強化に積極的に貢献している。 

・小児てんかん、心身症、発達障害などの慢性疾患の専門治療を実施しており、隣接の釜石祥雲支

援学校との相互協力で医療と教育の連携をおこなっている。 

・重症心身障害児（者）病棟は、岩手県三陸沿岸地域の唯一の施設として障害者支援に貢献し、釜

石祥雲支援学校との連携による療育にも多くの実績を上げている。 

 

 
３ 当該病院が所在する地域における医療提供施設の整備の状況等からみて、当該地域の医療を確

保する上で必要かつ不可欠であると認められるものに該当することの説明 

・高齢者世帯の増加と共に、人口１０万人対医師数が２０２名と特に少ない地域で、脳血管障害の

後方支援病院を実施しているのは当院だけである。 

・重症心身障害児（者）を受け入れている施設は、２次医療圏のみならず沿岸地域に於いても当院

だけであり、地域の医療の確保に欠かせない施設となっている。 

 

医療法施行規則第 50条 

第 １ 項 第 ３ 号 該 当 性 

１ 必要な医師を確保するための取組状況（別添「医師充足率改善計画書」のとおり） 

２ 医師充足率の状況 

前月（２９年 ３月） ２月前（２９年 ２月） ３月前（２９年 １月） 

  ７０．６４７％   ６９．６７３％   ６７．８３０％ 
 

医師の員数不足による 

診療報酬（入院基本料 

等 ） の 減 額 状 況 

 診療報酬の減額の有無 減額有りの場合の減額率 

前月 （２９年 ３月） 有・無   ／100 

２月前（２９年 ２月） 有・無   ／100 

３月前（２９年 １月） 有・無   ／100 
 



８ 

そ の 他 

（各欄ともいずれかに 

○ を つ け る こ と 。 ） 

医療法施行規則第43条の２の規定の適用を受ける病院（100人以上の患者を入院させるための施設

を有し、その診療科名中に内科、外科、産婦人科、眼科及び耳鼻いんこう科を含む病院であって、

精神病床を有するもの） 

                 該当する・該当しない 

医療法施行規則第49条の規定の適用を受ける病院（療養病床を有する病院であって、療養病床の病

床数の全病床数に占める割合が100分の50を超えるもの） 

                 該当する・該当しない 

注 (１) 「従来の医師の定員」は、開設許可申請書（病床数変更等による定員変更歴がある病院は、直近の当該変更許可申請

書）に記載した定員を記載すること。 

  (２) 「変更後の医師の定員」は、「医師充足率調書（様式第39の３号）」の「医師配置標準数（ａ）」欄に記入した数の90％

相当の数を記載すること。 

    (３) 「医師充足率の状況」は、「医師充足率調書（様式第39の３号）」から転記すること。 

(４) 病院開設許可事項変更許可申請書（様式第３号）に本様式を添付し、さらに次の書類を添付すること。 

① 医師充足率改善計画書（様式第39の２号）  

② 医師充足率調書（様式第39の３号）  

③ 申請日の前月から過去３か月間の毎月の医師勤務状況を示す書類（職員名簿及び勤務割表等の写しを添付するこ 

と。） 



９
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  今後の取組計画（１年目、２年目、３年目） 

・今後についても、引き続き次の事項を計画的に実施していく。 

⑴ 岩手医科大学等に専門医の医師派遣要請を継続 

⑵ 仙台医療センターからの診療支援の継続を依頼 

⑶ 地域の開業医による診療支援の継続を依頼 

⑷ 研修医の臨床研修協力施設として仙台医療センター等からの研修医受け入れを継続 

⑸ 岩手医科大学からの医学生の医療体験実習の受入を継続 

⑹ 医学学生に対して講義及び研修の継続 

⑺ 岩手医科大学と共催して実施している災害医療関連の研修を継続 

⑻ ＨＰ等を活用した医師応募等を継続実施 

⑼ 職業紹介サイトによる成功報酬型の求人や新聞広告による医師募集活動の継続 

・特に、岩手医科大学災害時地域医療支援教育センターが主催する災害医療研修に協力し、

共同開催とすることで、当院を研修会場の１つに加えて貰い、医学生や研修医に、当院を実

際に訪問してもうことで、当院を知って貰う取り組みを強化して行きたい。共催する研修会

は、『日本災害医療ロジスティックス研修』、『日本災害医療実地研修』、『日本災害医療

学生研修』と増やしていき、このような地道な活動を続けることで、将来の常勤医師あるい

は非常勤医師の確保に繋げていきたい。 

〔１年目〕  

・医師不足が深厚な中、現状の各医療機関からの診療支援の維持及び追加支援が貰えるよう

努める。 

〔２年目〕 

・内科、神経内科、小児科、リハビリテーション科などの診療支援医師の確保に努める。 

〔３年目〕 

・副院長ポスト等での医師の確保に努める。 

   

備  考 

許可１年後の医師充足率達成目標（平均６９．５％） 

許可２年後の医師充足率達成目標（平均７０．０％） 

許可３年後の医師充足率達成目標（常時７０％以上） 

注 (１) これまでの取組実績については、取組を行ったことを示す資料を添付すること。 

   (２) 備考欄には、許可後１年毎の（特例許可前の計算による）充足率達成目標を記載し、今後の取組計画欄には、その目

標に向けた３年間の年次計画を記載すること。 
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